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第 1 概要

1 目的

労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム運用管理要領(以下「要領Jとい

う。)は、労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム管理規程(以下「規程」と

いう。)第23条第1項の規定に基づき、労働基準行政情報システム・労災行政情報管理シス

テム(以下「労働基準行政システム」という。)の運用管理に関する具体的事項を定める。

労働基準行政システムを使用する際の運用管理については、要領に基づくものとし、実際

の業務については、次の手引等に従って行うこと。

機械処理 概要・共通編

基準共通編

監督関連編

安全衛生関連編

賃金関連編

免許管理編

労災補償関連編

電子申請関連編

本省業務編

業務共通・共通編(労災保険業務)

短期給付業務編

年金・一時金編

介護(補償)給付業務編

二次健康診断等給付業務編

アフターケア業務編

給付統計データ関係編

同雇アF戸三アグー
メリット制事務処理手引

各種研修テキスト

端末装置等の操作 各ハードウェア/市販ソフトウェア(以下 fHW/PP 
という。)マニュアル

(※) モバイル端末の利用については、別途定めるモバイル端末利用手順書に従って

行うこと。

2 端末装置等

規程第 1条第 1項における「端末装置等」は下記(1)~ (9)に掲げるものとする。

(1) Thin Client (Thin Client本体、モニタ(17インチ)、マウス、キーボード、パーコ

ードリーダ及び 1Cカードリーダライタの総称。)

(2) Fat Client (Fat Client本体、モニタ (22インチ)、マウス、キーボード、パーコー

ドリーダ、 1Cカードリーダライ夕、 OCRスキャナ、 OCR専用プリン夕、フラットベ

ットスキャナ及びUPSの総称。)

(3) モバイル端末(モバイル端末本体、マウス、データ通信カード、労働基準行政システム

用トークン及びモバイルプリンタの総称。)

(4) KC  

(5) 汎用プリンタ

(6) MOドライブ

(7) FDドライブ

(8) DVDドライブ

(9) カードアダプタ
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第 2 管理

1 労働基準行政システムの管理者等

(1) 労働基準行政システムの管理者等

ア規程で定める管理者等

規程で定めるシステム管理者等(以下「管理者等」とbヴ。)は、次のとおりである。

厚生労働本省(以下「本省」という。)

統括管理者 労働基準局長

統括管理者代理 大臣官房審議官(労働条件政策担当)

国l統括管理者 労働基準局総務課長

シスァム運用管理者

(以下「運用管理者」と 労働基準局労災補償部労災保険業務課長

いう。)

運用管理担当者
労働基準局労災補償部労災保険業務課長補佐(運用担

当)

本省シスァム管理者

(以下「本省管理者」と 労働基準局各部課長

いう。)

各部課長補佐(総務担当)

本省管理担当者 (ただし、安全衛生部にあっては課長補佐(管理担

当)、監管課にあっては副主任監察官(管理担当)) 

都道府県労働局(以下「局」という。)

局シスアム管理者

(以下「局管理者」とし、 局長

う。)

局管理者代理 労働基準部長

局副管理者 労働基準部監督課長

局副管理担当者 局国!管理者が指名する者

局課室シスァム管理者

(以下「局課室管理者J 労働局各課室長(職業安定部及び雇用均等室を除く。)

という。)

局課室管理担当者 労働局各課室長が指名する者

労働基準監督署(以下「署」という。)

署シスァム管理者

(以下「署管理者」とb、 署長
う。)

次長(管理担当)がいる署については、次長(管理担

署管理担当者
当)、その他の署については、監督課長又は監督・安

衛課長(支署監督課長又は支署監督・安衛課長を含

む。)

イ 要領における担当者

(7) 操作カード(通称。番カード。以下「操作カード」という。)管理者

操作カード管理者
局にあっては労働基準部労災補償課長、署

にあっては労働基準監督署長
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a 本要領において局及び署に操作カード管理者を置く。

b 操作カード管理者は、操作カードの管理・保管に関する職務を行う。

ウ対応表

管理者等と職制の対応の詳細については、次のとおりである

組織 管理者 職制名 担当者 職制名

統括管理者 労働基準局長

大臣官房審議官

統括管理者代理
(労働条件政策担当)

副統括管理者 労働基準局総務課長

運用管理者 労災保険業務課長 運用管理担当者 労災保険業務課長補佐(運用担当)

本省
総務課長

各部課長補佐(総務担当)

労働条件政策課長
(ただし、安全衛生部にあっては課

本昔、管理者 監督課長 本省管理担当者
長補佐(管理担当)、監督課にあって

安全衛生部計画課長
は副主任監察官(管理担当))

労災補償部労災管理課長

¥¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  
局管理者 労働局長

局管理者代理 労働基準部長

局副管理者 労働基準部監督課長 局副管理担当者 局副管理者が指名する者

総務部総務課長

総務部会計課長

労働保険徴収部徴収課長

総務部労働探険徴収課(室)

長

労働保険徴収部適用課長

局 総務部労働保険適用課(室)

長 局課室管理担当者 局課室管理者が指名する者

局課室管理者 労働保険徴収部事務組合課長

総務部労働保険事務組合室長

労働基準部監督課長

労働基準部労働時間課長

労働基準部安全課長

労働基準部健康課長

労働基準部健康安全課長

労働基準部賃金課(室)長

労働基準部労災補償課長
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操作カード管理者 労働基準部労災補償課長

署管理者 署長 署管理担当者 次長(管理担当)がいる署について

署 は、次長(管理担当)、その他の署に

ついては、監督課長又は監督・安衛

課長(支署監督課長又は支署監督・

安衛課長を含む。)

操作カード管理者 署長
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(2) 各管理者等の事務内容

管理者

統
括
管
理
者

事務内容

[固有事務]

[規程第3条第3項第l号:労働基準行政システムの管理に関すること]

1 要領の改廃

[規程第3条第3項第2号・労働基準行政システムの情報セキュリティに関すること]

1 労働基準行政システムの業務処理権限規制等(電子申請関連業務を含む。)の決定

[規程第 21条第 l項第 1号]

1 本省管理者又は局管理者から運用管理者を経由して提出される「労働基準行政システム管理

規程違反関係報告書J(以下「管理規程違反関係報告書」という。)の受領及び措置

[規程第 21条第 1項第2号]

l 本省管理者文は局管理者から運用管理者を経由して提出される「労働基準行政システム端末

装置等損害報告書J(以下「端末装置等損害報告書」という。)の受領及び措置

副
統
括
管
理
者

[回有事務]

[規程第4条第3項]

1 労働基準行政システムの管理に関する本省管理者、局管理者、使用者への指示等

2 情報セキュリティに関する本省管理者、局管理者、使用者への指示等

[規程第 21条第 1項第 1号]

1 本省管理者又は局管理者から運用管理者を経由して提出される「管理規程違反関係報告書J
の受領及び措置

[規程第21条第 1項第2号]

1 本省管理者又は局管理者から運用管理者を経由して提出される「端末装置等損害報告書」の

受領及び措置

[統括管理者からの委任事務I
[規程第3条第3項第3号.労働基準行政システムの利用に関すること]

1 労働基準行政システムの使用者に対する制限措置等の決定

運
用
管
理
者

I固有事務]

[規潅第5条第3項第 1号.労働基準行政システムの端末装置等に関すること]

1 端末装置等の管理

(1) 端末装置等の管理に関する指示等で重要なもの

(2) 端末装置等の移設に関するもの

[規程第5条第3項第2号労働基準行政システムの運用に関すること]

1 システムの運用に関する指示等方重要なもの

2 グノレープウェア内の電子会議室(以下「電子掲示板Jという。)の管理に関する本省管理者、

局管理者、使用者への指示等

[規程第5条第3項第3号:労働基準行政システムの報告に関すること]

1 統括管理者への報告書の受付及び回付

(1) 管理規程違反関係報告書

(2) 端末装置等損害報告書

2 運用管理者への報告等の受理及び措置

(1) 労働基準行政システム端末装置等の移設等申請書(以下 f端末装置等の移設等申請書」と

いう。)
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I固有事務]

[規程第5条第3項第1号労働基準行政システムの端末装置等に関すること]

l 端末装置等の管理

(1) 端末装置等の管理に関する指示等

(2) 端末装置等の保守に関する指示等

[規程第百条第3項第2号労働基準行政システムの運用に関すること]

1 システムの運用に関する指示等

[規程第5条第3項第3号・労働基準行政システムの報告に関すること]

1 運用管理担当者等への報告書等の受理及び措置
(!) 労働基準行政システム市区町村合併等報告書(以下「市区町村合併等報告書Jという。)

(2) 監督署名称所在地等変更申請書

(3) 労働基準行政システムインターネット閲覧禁止URL登録・解除申請書(以下「インター

ネット閲覧禁止URL登録・解除申請書」という。)

(4) 労働基準行政システムアカウントロック解除等申請書(以下「アカウントロック解除等申

請書」という。)

(5) 労働基準行政システムパスワード忘却届(以下「パスワード忘却届」という。) (管理用)

(6) パスワード忘却届(一般用)

[運用管理者からの委任事務]

[規程第5条第3項第2号:労働基準行政システムの運用に関すること]

1 ユーザ情報登録・変更に関する手続

2 電子掲示板(全国掲示板、 lシステム掲示板及びテンプレート集)の管理

[規程第5条第3項第4号 労働基準行政システムのセンタ設備の運用管理に関すること]

1 労働基準行政システムのセンタ設備の運用管理

[規程第 21条第2項統括管理者及び副統括管理者への報告等]

l 運用又は利用に重大な支障を来す事実を把握した場合の局管理者への通知、統括管理者及び

副統括管理者への報告

省本管

[固有事務I
[規程第6条第3項第 1号部課における労働基準行政システムの管理に関すること]

1 端末装置等の管理
者理 (t) 端末装置等の移設

[規程第6条第3項第2号・部課における労働基準行政システムの情報セキュリティに関すること]

l 情報の管理

[規程第 21条第 1項第1号]

1 「管理規程違反関係報告書」の統括管理者及び高jlJ統括管理者(運用管理者経由)への提出

[規程第21条第 1項第2号]

1 「端末装置等損害報告書」の統括管理者及び国!統括管理者(運用管理者経由)への提出

[固有事務]

[規程第6条第3項第 1号:部課における労働基準行政システムの管理に関すること]

1 システム異常・障害等発生時の連絡及び部内又は課内への周知

2 端末装置等に損害等が発生した場合の運用管理担当者への緊急連絡

3 運用管理担当者等への報告書等の提出

[本省管理者からの委任事務l
[規程第6条第3項第1号.部課における労働基準行政システムの管理に関すること]

l 端末装置等の管理

(t) 端末装置等の管理

(2) 端末装置等の保守

2 ユーザ情報の登録・変更手続
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局
管
理
者

[固有事務1
[規程第8条第3項第 l号。局における労働基準行政システムの管理に関すること]

1 端末装置等の管理

(1) 端末装置等の移設

(2) 端末装置等の盗難、損壊等の対策

[規程第8条第3項第3号・局における労働基準行政システムの利用に関すること]

1 局内の労働基準行政システムの利用方法に関すること

[規程第9条第日項]

1 局副管理者から提出される「局副管理担当者指名・変更報告書』の受理

[規程第 10条第日項]

l 局課室管理者から提出される「局課室管理担当者指名・変更報告書Jの受理

[規程第 21条第 1項第 l号]

1 管理規程違反関係報告書」の統括管理者及び副統括管理者(運用管理者経由)への提出

[規程第21条第 1項第2号]

1 端末装置等損害報告書」の統括管理者及び副統括管理者(運用管理者経由)への提出

[規程第 21条第 1項第3号]

1 局課室管理者及び署管理者から提出される「管理規程違反関係報告書J及び「端末装置等損

害報告書」の統括管理者及び副統括管理者(運用管理者経由)への提出

[規程第 22条第 l号]

1 局課室管理者文は署管理者から提出される「管理規程違反関係報告書」の受理

[規程第 22条第2号]

1 局課室管理者又は署管理者から提出される「端末装置等損害報告書」の受理

局
副
管
理
者

[固有事務]

[規程第9条第3項]

1 労働基準行政システムの管理に関する局課室管理者、署管理者、使用者への指示等

2 情報セキュリティに関する局課室管理者、署管理者、使用者への指示等

[規程第9条第6項]

1 局副管理担当者指名・変更報告書」の局管理者への提出

〔規程第 10条第6項]

1 局課室管理者から提出される「局課室管理担当者指名・変更報告書j の受付及び局管理者へ

の回付

[規程第22条第 1号]

1 局課室管理者又は署管理者から提出される「管理規程違反関係報告書」の受付及び局管理者

への回付

[規程第22条第2号]

l 局課室管理者又は署管理者から提出される「端末装置等損害報告書」の受付及び局管理者へ

の回付

[局管理者からの委任事務]

[規程第8条第3項第1号:局における労働基準行政システムの管理に関すること]

1 端末装置等の管理

(1) 端末装置等の管理

(2) 端末装置等の保守

2 消耗品の管理

3 帳票の管理

4 ユーザ情報の管理

5 電子掲示板(個別掲示板の労働局内掲示板及び労働局監督署問掲示板)の管理

[規程第8条第3項第2号局における労働基準行政システムの情報セキュリティに関すること]

1 情報の管理

[規程第8条第3項第3号:局における労働基準行政システムの利用に関すること]

l 局・署職員のユーザ情報登録・変更票の提出
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局
副
管
理
担
当
者

[固有事務]

[規程第B条第3項第l号.局における労働基準行政システムの管理に関すること]

1 運用管理担当者等との連絡調整等

2 運用管理担当者等からの伝達事項についての局及び署への周知

3 システム異常・障害等発生時の局各課管理者文は署管理者への連絡等

4 端末装置等に損害等が発生した場合の運用管理担当者への緊急、連絡

5 運用管理担当者等への報告等の提出

I局富IJ管理者からの委任事務I
[規程第8条第3項第 1号:局における労働基準行政システムの管理に関すること]

1 端末装置等の管理

(1) 端末装置等の管理

(2) 端末装置等の保守

2 消耗品の管理

3 帳票の管理

4 電子掲示板(個別掲示板の労働局内掲示板及び労働局監督署問掲示板)の管理

[規程第8条第3項第3号:局における労働基準行政システムの利用に関すること]

1 局・署職員のユーザ情報登録・変更菓の作成

[固有事務]

[規程第 10条第3項第2号・局課室における労働基準行政システムの情報セキュリティに隠する

こと]

1 i情報の管理

[規程第 10条第6項]

1 局課室管理担当者指名・変更報告書」の局管理者(局副管理者経由)への提出

[規程第22条第1号]

1. 管理規程違反関係報告書」の局管理者(局副管理者経由)への提出

[規程第 22条第2号]

1 端末装置等損害報告書Jの局管理者(局副管理者経由)への提出

局
課
室
管
理
者

局
課
室
管
理
担
当
者

I固有事務]

[規程第 10条第3項第1号.局課室における労働基準行政システムの管理に関すること]

1 システム異常 J障害等発生時の課室内職員への連絡等

2 端末装置等に損害等が発生した場合の局副管理担当者への緊急連絡

3 運用管理担当者等への報告書等の提出

[局課室管理者からの委任事務]

[規程第 10条第3項第 1号:局諜室における労働基準行政システムの管理に関すること]

l 端末装置等の管理

(1) 端末装置等の管理

(2) 端末装置等の保守

2 消耗品の管理

3 帳票の管理

I固有事務]

[規程第 11条第3項第2号:署における労働基準行政システムの情報セキュリティに関すること]

1 情報の管理

2 端末装置等の盗難、損壊等の対策

[規程第22条第 l号]

1 管理規程違反関係報告書」の局管理者(局副管理者経由)への提出

[規程第 22条第2号]

1 端末装置等損害報告書Jの局管理者(局面IJ管理者経由)への提出

署
管
理
者

-8 . 



[固有事務1
[規程第 11条第3項第1号署における労働基準行政システムの管理に関すること]

1 システム異常・障害等発生時の署内職員への連絡等

2 端末装置等に損害等が発生した場合の局副管理担当者への緊急速絡

3 運用管理担当者等への報告書等の提出

[署管理者からの委任事務I
[規程第 11条第3項第 1号:暑における労働基準行政システムの管理に関すること]

l 端末装置等の管理

(t) 端末装置等の管理

(2) 端末装置等の保守

2 消耗品の管理

3 帳票の管理

4 電子掲示板(個別掲示板の労働局監督署間掲示板及び監管署内掲示板)の管理

操作カ

[固有事務]

操作カードの管理・保管に関すること

管ド

理者
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2 端末装置等の管理

(1) 端末装置等の管理

ア 端末装置等の配備状況の管理

規程第 14条第1号の規定による端末装置等の所在の把握については、次のとおりと

する。

端末装置等の配備台数については、別途通知する。

局管理者は、別途通知する配備台数を基に端末装置等局署配置状況表(以下「局署配

置状況表」という。)を作成し、これに基づき管理すること。

局課室管理者及び署管理者は、端末装置等の配備状況に変更があった場合には、局管

理者へ報告すること。

局管理者は、端末装置等の配備状況に変更があった場合には、局署配置状況表の更新

を行うとともに「端末装置等配備状況報告書」を運用管理者まで報告すること。

イ 人事異動等に伴う端末装置等の振替、返納について

本省管理者及び局管理者は、当該局署において人事異動等の理由により端末装置等の

振替、返納の必要が生じたときは、 r(3) 端末装置等の移設等j により、手続を行うこ

と。

ウ 端末装置等の盗難・損壊等

労働基準行政システムで使用する端末装置等については、機動性を考慮し、盗難対策

のための固定等は行わない (FatCl ientは除く。)ため、局管理者は、署管理者と協議の

上、管内における盗難等の対策を整備すること。

(ア) 端末装置等の盗難・損壊等発生時の緊急連絡経路

使用者は、端末装置等の盗難・損壊等を発見した場合には、規程第20条により、

被害状況を所属先の管理担当者へ連絡し、所属先の管理担当者は運用管理担当者に、

至急連絡すること(局課室管理担当者及び署管理担当者においては、局間l管理担当者

に連絡すること)。

なお、発生場所別の連絡経路は次のとおりである。

発生場所 連絡経路

本省

局

署

使用者→本省管理担当者 →運用管理担当者

使用者 →局課室管理担当者 →局昌IJ管理担当者 →運用管理担当者

→局副管理者

使用者 →署管理担当者 →局面IJ管理担当者 →運用管理担当者

→局副管理者

運用管理者は、本省管理担当者又は局高IJ管理担当者からの損害状況の内容を運用

管理担当者から報告を受けた後、端末装置等の補充、交換等の毛配を行う。

(イ) 端末装置等の盗難・損壊等の報告

a 本省の場合

本省管理者は、規程第 21条第 1項第2号の規定により統括管理者及び副統括管

理者に「端末装置等損害報告書」を提出すること。

b 局署の場合

局管理者は、規程第 21条第 1項第2号の規定により統括管理者及び副統括管理

者に「端末装置等損害報告書」を提出すること。

局課室管理者及び署管理者は、規程第 22条2号の規定により局管理者に「端末

装置等損害報告書」を提出すること。

(り) 情報の漏洩

情報の漏洩が発生した場合の対応については、 r5 (4)情報漏洩が発生した場合の報

告Jに従うこと。

-10 -



エ 端末装置等、統合ネットワーク関連機器及び署LAN設備の管理

保守管理体制は以下のとおりである。

労働基準行政システムは、システム全体の運用を統括する運用管理業者、システムの

運用を行う運用業者、ハードウェア/市販ソフトウェアを管理するHW/PP保守業者、

局LAN設備を管理する局LAN保守業者、署LAN設備を管理する署LAN保守業者、

業務アプリケーションを管理する業務アプリケーション保守業者及び統合ネットワーク

を管理する統合ネットワーク保守業者(以下「指定業者」という。)が保守作業等を行う。

調査・復旧依頼 調査・復旧依頼

業務7"/

J 

統合ネフトワ}ク窓口

、
労災保険業務課 外部システム窓口

調査・復旧結果連絡 調査・復旧結果連絡

全体的な視点から指導監督 運用作業結果等報告及ひ
工ス力レ}ション

ー 、
E務7"/リケ」ション

保守難者 織 員

調査・復旧依頼
ト運用管理業者

〈 仕様に関する

ー 問い合わせ

〉

謂査・復旧結果連絡
凶鈍保守業者(※} 運用作業結果等報告及び

運用業者の作業につ 問合せのエス力Lーション

ー いて指導・監督 、
、 子 ムtァ相田寸ーλ田 T.ANイ早

r
いとい」

回答

当

業

険

行

※
守
保
て

(7) 統合ネットワークのルータに直接回線をつなぎ込んで、労働基準行政システムに侵入

すること等を防止するため、局管理者及び署管理者は、ルータが設置しであるラック

を常時施錠し、当該鍵の管理を適切に行うこと。

合同庁舎の場合でルータが設置しであるラックを他官庁が管理している場合は、局

管理者及び署管理者は、ルータが設置しであるラックの常時施錠を依頼するとともに、

ルータが設置しであるラックに関係する工事がある場合は、工事内容を把握するとと

もに、工事終了後に異常がないことを確認するよう努めること。

(イ) 局及び署において、統合ネットワークのルータ及びFatClientへの電気の供給を遮

断する可能性のある電気工事、電源設備点検等を行う場合には、「第4. 2 (2)キ」に

従い対応すること。

(ウ) Fat Clientに接続しているセキュリティロックケーブルの鍵は、常時施錠すること。

また、当該鍵を紛失することのないよう、局管理者及び署管理者は管理を徹底するこ

と。

(エ) 端末装置等 (FatClientを除く。)について、業務上必要となる場合は、使用者が仮

設して差し支えない。ただし、仮設前の状態に復帰できる範囲に留めること。
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(2) 端末装置等の保守

ア保守作業の実施者

労働基準行政システムの端末装置等の保守作業は、指定業者が行うので、局副管理担

当者及び署管理担当者は、指定業者の保守員が保守作業を行う場合には、これに立ち会

うこと。

イ保守 作業

保守作業は、定期的に行うものと随時行われるものがある。

(7) 定期保守作業 (ThinClientを除く。)

実施時期は、年 1回以上(定期)。具体的な実施日時については、事前に指定業者

と調整するものとする。

(イ) 随時保守作業

端末装置等に異常が発生した場合には、その状況に応じ障害復旧作業として随時保

守作業が行われる場合があるが、その対応については、「第 3. 6システム異常・障

害時における対応」により対処すること。

ウ保守の記録

指定業者の保守作業後、局副管理担当者及び署管理担当者は、指定業者より報告書が

提出された場合、これを編綴・保管し、指定業者より報告書が提出されない場合は、保

守事実を記録すること。

(3) 端末装置等の移設等

局管理者は、庁舎内のレイアワト変更等により端末装置等の移設等(一時的な取外し及

び再取付けを含む。以下同じ。)が生じる場合には、次のとおり手続を行う。

ア 移設等の手続の対象となる端末装置等

移設等の手続の対象となる端末装置等とは、次のとおりである。

[統合ネットワーク関連機器]

〔署LAN設備]

[Thin ClientJ 

[Fa:t cl ientJ 

[汎用プリンタ]

なお、 ThinClientの同一庁舎内(局及び署が同一庁舎内にあり、局署問で移設する

場合を除く。)における移設については、当該手続は必須ではないが、移設に際しては

LAN設備の有効範囲内で移設を行うこと。

イ 工事の種類及び担当業者

端末装置等の移設等に必要な工事の種類及び担当業者は、次のとおりである。

工事の種類 担当業者

移設等工事

統合ネットワーク工事
指定業者

署LAN設備工事

端末設置工事

事前工事(電源工事等) 局発注業者

ウ移設等の申請時期

端末装置等の移設等に係る申請については、次のとおりである。
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種別 内容の解説 申請時期 備考

既設の端末装置等の一部又は全部の取外L
取外し工事日の 3

取り外した端末装
及び移転後の再設置をいう。

月前
置等の一時保管が

移設
新庁舎の竣工に伴う移転、庁舎の増改築等 必要な場合は、別途
に伴う端末装置等の変更を含む。 協議すること。

庁舎の内装工事等に伴う既設端末装置等の 取外し工事自の 3

一時取外し
一部又は全部の取外し及び一時保管後の再 月前

再取付け
設置をいう。

なお、再設置の際に設置場所の変更を伴う

場合は移設として取扱う。

局署において人事異動等の理由により Thin 発令日後遅滞なく
返納

Clientの返納が必要な場合をいう。

エ移設に係る業務の流れ

(7) 移設先を確定し、端末装置等の移設が行える環境かどうかを確認する。この場合、

その移設先の環境についてはセキュリティ、温湿度、電源、ほこり、振動、水害等の

設置環境(別紙)に配慮すること。

(イ) 移設申請は、「端末装置等の移設等申請書」により、運用管理者あてに行うこと。

(ウ) 移設申請書受理後、本省において指定業者に端末装置等の移設申込みを行う。

(エ) 指定業者が移設のための実地調査を行うので、局は日程等を調整するとともに、事

前工事業者の立会等これに協力すること。なお、移設のための実地調査は、各指定業

者が実施するので、複数回対応する必要があることに留意すること。

(オ) 実地調査は次の項目のうち必要なものについて行う。

[端末装置等移設予定場所]

[電気設備工事]

[コンセント工事]

l通信線配管設備工事]

[，長検口の設置位置]

[端末装置等の搬入ルート]

[工事方法、工事手順及び工事スケジュール]

(カ) 実地調査の結果は、指定業者から本省あてに報告されるので、局は、本省の指示に

基づき電源容量の増加等事前工事を発注すること。

(キ) 事前工事終了後、指定業者が事前工事内容を確認するので、日程の調整を行うこと。

(ク) 端末装置等の据え付け等は指定業者が行うので作業日の調整を行うこと。

(ケ) 端末装置等の据え付け等の終了後、調整及び接続テストを行うので確認すること。

オ一時取外し再取付けに係る業務の流れ

(7) 様式「端末装置等の移設等申請書」により、一時取外し再取付けの申請を運用管理

者あてに行うこと。

一時取外・再取付申請書受理後、本省において指定業者に端末装置等の一時取外し

.再取付申込みを行う。

(イ) 一時取外し再取付けは、指定業者が行うので作業日の調整を行うこと。

(ウ) 再取付作業の終了後、調整及ひ唆続テストを行うので確認すること。

カ返納

(7) 様式「端末装置等の移設等申請書」により、端末装置等の返納申請を運用管理者あ

てに行う。

(イ) 返納の場合の回収は指定業者が行うので日程の調整を行うこと。
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キ移設等に係る留意事項

(7) 移設等の工事費用

端末装置等の移設費用は、本省において負担することとしている。よって、指定業

者から請求書が誤って局に送付された場合には、速やかに本省に回付すること。

(イ) 電源工事等の事前工事に係る経費

電源工事等の事前工事に伴う経費については、局において負担することとしている。

クその他

本省において必要があると認めるときは、本省は工事変更を指示することがあるので

留意すること。

(4) 操作カードの管理

ア操作カードの配付

局及び署には FatClientで使用する操作カードを配付する。操作カードは、 FatClient 

の ICカードリーダライタに挿入し、労災保険給付支給決定決議書等の確定したデータ

及びその修正データ(以下「特定データ」という。)の入力を行う場合に使用する。

なお、操作カードの配付内訳は別途通知する。

イ 操作カードの管理・保管

操作カードの管理及び保管については、施錠可能な金庫に保管し、操作カード管理者

が行うこと。また、労災補償課長が不在になる場合、労災管理調整官(労災管理調整官

が配置されていない局は、地方労災補償監察官)、労働基準監督署長が不在になる場合、

次長制署は次長(複数次長制署は、主任資金前渡官吏代理の次長)、その他の署は監督課

長又は監督・安衛課長(支署監督課長又は支署監督・安衛課長を含む。)とすること。

なお、操作カードを庁舎外に持ち出すことは絶対にしないこと。

ウ 操作カードの使用

操作カードを使用する職員は、操作カード管理者に使用目的を告げ、操作カード管理

者から受け取ること。操作カード管理者は、操作カードの使用目的を十分吟味し、操作

カードの貸与を行うこと。

また、操作カードを使用した職員は、特定データの入力を終了後、遅滞なく操作カー

ド管理者に操作カードを返却することとし、操作カード管理者は必ず操作カードの返却

を確認すること。

3 消耗品の管理

(1) 定期点検時に必要となる消耗品については、本省において一括購入する。

(2) 本省から消耗品費を示達する消耗品については、局署において必要に応じて購入するこ

と。なお、購入する消耗品のうち端末装置等との相性等のあるものについては、運用管理

者等が事務連絡等にて指示するものを購入すること。

(3) 一部帳票については、本省から管理換を行うので、留意すること。

4 ユーザ情報の管理

(1) ユーザ情報の管理

労働基準行政システムを使用するには、ユーザ 1Dとパスワードが必要である。これは、

情報セキュリティを確保するため、使用者のユーザ情報を作成して、各種情報へのアクセ

スを管理するほか、一部情報へのアクセスを制限するために行っているものである。また、

アクセスログを一定期間保存し、使用者のアクセス状況を管理している。

労働基準行政システムでは、使用者の人事異動がある都度にユーザ情報の登録・変更等
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を行っており、新規採用者の場合は、新規にユーザ情報の登録が、また、人事異動により

所属部署の異動、出向、退職等があった場合には、ユーザ情報の変更等の手続が必要とな

る(詳細については、第4. 2 (1)イに従うこと。)。

(2) ユーザ情報の登録・変更等の手続

ア 処理の流れ、内容については、図 2-4-1に示すとおりである。

(7) 本省の場合

本省管理担当者は「ユーザ情報登録・変更票J(以下「変更票」という。)に必須事

項を入力し、運用管理担当者あてに「通達・事務連絡管理システムJ(以下「通達・

事務連絡システムj という。)にて報告を行う。

※ 通達・事務連絡システムで通達・事務連絡の作成をすると、初期設定で「送

信時に全文検索自動登録を行うJのチェックボックスが選択されているので、

留意すること。

(イ) 局の場合

局副管理担当者が変更票に必要事項を入力した上で、局自1J管理者が運用管理担当者

あてに通達・事務連絡システムにて報告を行う。

イ 運用管理者は報告締切日ごとlζシステムへの登録を行う。

報告締切日は、毎週火曜日 17時までとし(火曜日が休日の場合は直前の開庁日)、

報告締切日の4閉庁日後までに登録を行う。

年度末人事異動時の報告は運用管理者が事務連絡において指定する日とする。

ウ 新規登録及び姓名変更等(氏名についての修正も含む。)については、処理完了後、

本省管理担当者及び局副管理者あてに、労働基準行政システムから、自動通知メールに

て申請の対象となった使用者に関する以下の項目が通知されるので、本省の場合は本省

管理担当者から、局の場合は局副管理者から局課室管理者及び署管理者を通じて本人に

通知する。

なお、過去に振り出したユーザ IDと重複しない 1Dを付与する。

[ユーザ 1DJ 

[ユーザ名(申請の対象となった使用者の漢字氏名)J

[初期ノ号スワード]

[利用開始年月日]

[変更票及び入力手順書掲示場所]

[職員ポータル]から[業務メニューポートレットJ-[共通2Jー[グループウェ

ア]を選択し、[グループウェア画面]を表示する。

表示された[グループウェア画面]のメニューから[電子会議室]ー[カテゴリ一覧]

[全国掲示板J- [システム掲示板]を選択する。
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図 2-4-1 ユーザ情報の登録・変更等の手続の流れ

運用管理担当者(労災保険業務課長補佐(運用担当))

A .‘ 
② ① 

本省管理担当者(各部

課長補佐(総務担当)

等)

③ 

豆
本省使用者

I登録・変更等の手続きの流れ】

木省の場合

③ 
3 

I fill IDI1: 'l[管理者

主
局使用者

② ① 

③ 

巨豆E

圭E

①本省管理担当者は「変更票」を運用管理担当者に提出する。(※変更処理時の場合は、

この時点で手続完了)

② 処理完了後、本省管理担当者に労働基準行政システムより、ユーザ ID等が自動通知メ

ーノレで送信される(※新規採用や姓名変更等により新たな IDを付与された場合のみ)の

で、本省管理担当者は、使用者本人に通知する。

局暑の場合

① 局副管理者は、「変更票」を運用管理担当者に提出する。(※変更処理時の場合は、この

時点で手続完了)

② 処理完了後、局副管理担当者に労働基準行政システムより、ユーザID等が自動通知メ

ーノレで送信される(※新規採用や姓名変更等により新たな m を付与された場合のみ)の

で、局副管理者は、局課室管理者及び署管理者に通知する。

③ 局課室管理者及び署管理者は、ユーザ ID等を使用者本人に通知する(※新規採用や姓名

変更等により新たな IDを付与された場合のみ)σ
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5 情報の管理

(1) 労働基準行政システムにおける常勤職員の業務処理権限規制

ア 職員ポータルからの各業務処理規制

情報セキュリティを確保する観点から、職員ポータノレからの各業務処理規制を、以下

のとおりとする。

(7) 共通基盤・基準業務

別表 2-5-1-1のとおりとする。

(イ) 労災業務

別表2ー 5-1-2のとおりとする。

イ 業務処理権限規制の対象職制(電子申請関連業務を除く。)

(7) 基準業務

別表 2-5-2-1のとおりとする。

(イ) 労災業務

別表 2-5-2-2のとおりとする。

なお、業務処理権限規制の対象職制と対象外職制を兼任しているユーザについては、

対象外職制のユーザ権限とする。

ウ 電子申請関連業務に係る業務処理権限

(7) 端末設置場所のログオン(ログイン)ユーザごとの業務範囲

本省については、別表 2-5-3-1のとおりとする。

局署については、別表 2-5-3-2のとおりとする。

(イ) 手続属性を考慮した業務処理権限

本省については、別表 2-5-4-1のとおりとする。

局暑については、別表2-5-4-2のとおりとする。

(2) 労働基準行政システムにおける非常勤職員の業務処理権限規制

情報セキュリティを確保する観点から、非常勤職員に対して業務処理権限の規制を行

うこととし、職員ポータノレからの各業務処理規制を以下のとおりとする。

(7) 共通基盤・基準業務

別表 2-5-5-1のとおりとする。

(イ) 労災業務

別表 2-5-5-2のとおりとする。

(3) Fat Clientにおける業務処理権限規制

情報セキュリティを確保する観点から、 FatClientのメニューに係る業務処理権限規

制を別表 2-5-6のとおりとする。

(4) 情報セキュリティの啓蒙

本省管理者及び局管理者は、使用者の情報セキュリティの意識を向上させるために、管

理下の使用者に対してあらゆる機会を通じて啓発に努めること。

(5) 情報漏洩が発生した場合の報告

管理者は規程第 18条に抵触する事実を把握した場合又は報告があった場合には、規程

第 21条第1項第 1号又は第22条第 1号の規定により次のとおり報告を行うこと。

ア 本省管理者及び局管理者の場合

規程第21条第1項第 1号の規定により統括管理者へ報告をする。詳細は「第4. 1 

統括管理者等への報告Jによる。

イ 署管理者及び課室担当者の場合

規程第 22条第 1号の規定により局管理者へ報告する。詳細は「第4. 3 局管理者

への報告Jによる。
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別表 2-5-1-1 (常勤職員:共通基盤・基準業務)

*1 ff，紡統合制概念例官、総銘". 1位向喰を合む

※2 徴似訳、徴収5弘政仏 E 溺'"議会合む

諜ヨ 舵f手時、知働時間保母合む

2訓告金総健TJi探~食む

w.S 賃金資金合む

. 18 . 



別表2-5-1ー 2 (常勤職員労災業務)

-19 -
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ヨ長1総書庫‘余計醒.企画量、総事採・企画置を含む
務2撤収疎‘徴収輩、徹相陣・量用車豊富む

揮3監督線、骨'島崎則自曜を宣む
需4重量S盤、量車践を吉む
議5賞金宣を古む

務"'，陣書.値観盟主橿を障〈



別表2-5ー 2-1 業務処理権限規制の対象職制一覧(基準業務)

5 

労働局名

東京周

大阪局

霊知局

北海道局

神奈川局

兵庫局

福岡局

宮城局

埼宝局

千葉局

新潟局

静岡局

京都局

広島局

上記以外の局

仁三ヨ 「監督結果等情報」、「司法事件情報管理」及び附策情報j に規制的職制

-21 -



別表 2-5-2-2 ~ぽ制別の業務処理権限規制(労災業務)

x I x 

。101 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -1 0 1 0 1 x 1 x 1 x 1 x 1 0 1 0 1 0 

0101010101010101ー 10101xl，lxlχ101010

ー 10101口 1010101010 。10 1 x 1 x 1ス 1x 1 0 1口 10

-22 -

。1010101x 1 0 1 0 1 0 1 x 1 x 1 x 1 0 

。1010101x I 0 I 0 I 0 I x I x I X I 0 

01010101 x 1 0 I 0 Iむ Ix I x I x I 0 



別表 2-5-3-1 端末設置場所のログオン(ログイン)ユーザごとの業務範囲(本省)

端末 ログオン(ログイン)
業務範囲

設置場所 ユーザ

霞ヶ関庁舎の各 -本省宛かっ自臓制で参照可能な手続属性の申請プ タの参照

霞ヶ関庁舎 課、及び労働保険審 -本省宛かっ自職制で審査すべき手続属性の申請データの更新

及び 査会事務室に属す

芝庁舎 る職員

上記以外の職員 -一部機能の制限(※)

労働保険徴収業務 -本省宛かっ自職制で参照可能な手続属性の申請デ、 タの参照

室及び労災保険業 -本省宛かつ自職制で審査すべき手続属性の申請データの更新 | 
務課に属する職員

土石神井庁舎 労災保険業務課 -本省宛かっ自職制で参照可能な手続属性の申請データの参照 l 

情報システム運用 -本省宛かっ自職制で審査すべき手続属性の申請データの更新

係に属する職員 -局署宛かっ自職制で参照可能な手続属性の申請データの参照

上記以外の職員 -一部機能の制限(※)

別表 2-5-3-2 端末設置場所のログオン(ログイン)ユーザごとの業務範囲(局署)

端末設置場所
ログオン(ログイン)

業務範閤
ユーザ

-自局宛かっ自職市jで参照可能な手続属性の申請データの参照

自局の職員 -自局宛かっ自職制で審査すべき手続属性の申請データの更新
局 -管轄署宛かっ自職制で参照可能な手続属性の申請データの参照

他局、署の職員 -一部機能の制限(※)

自署の職員
-自署宛の申請データの参照

署 -自署宛の申請データの更新

局、他署の職員 部機能の制限(※)

(※) 労働基準行政システムにはログオン(ログイン)できるが、職員ポータノレから、[業務メニュー

ポートレット]ー[共通 lJー[電子申請]及び[業務メニューポートレット]ー[共通 2Jー[組

織メーノレ]は、非活性表示となり操作することができない。

ー23・



別表 2-5-4-1 手続属性を考慮した業務処理権限(本省)

ログオン(ログイン)ユーザ
監

の職制
替

系

労働基準局 督監

局長 O 
審議官 O 
総務課 × 

労働条件政策課 O 
監督課 。
安全衛生部 × 

労災補償部 × 

労働保険徴収課 × 

労災保険業務課 。
地方課 X 

【凡例1
@:参照及び更新が可能な手続

0:参照のみ可能な手続

x 参照及び更新が不可な手続

賃
金

系

金賃

O 

O 
× 。
O 
X 

× 

× 。
× 

安衛系 労災系

免許
労災

災労

衛安全生
試験i格Ef 

別力特日
給付

入等

O O O O 
O O O O 
X × × × 

× × × X 

O × × × 。O × × 

× × 。。
X × × O 。。。。
X × × × 

-24 -

その他

公益法人 社労土

あ そ
てコ :1i> 工与

の
せ 画
ん

他

O O × × × 

O O × × X 。× × × × 

O × × X × 

O O × × × 

O × × × × 

O × × × × 

O 。× × × 。。。。。
O × 。。× 



別表 2-5-4-2 手続き属性を考慮した業務処理権限(局署)

局

ログオン(ログイン)品}ザの職制

東京 大阪 愛知 北海道・神奈 左記以外

川・兵庫・福

岡

局長 局長 局長 局長 局長

総務部長 総務部長 総務部長 総務部長 総務部長

総務調整官

総務・会計課 総務・会計課 総務課 総務課 総務課

総務課長 総務課長 総務課長 総務課長 総務課長

会計課長 会計課長

企画室 企画室 企画室 企画室 企画室

企画室長 企画室長 企商室長 企画室長 企画室長

徴収・適用課・ 徴収・適用 徴収課・適用 徴収室

事務組合室 課・事務組合 室

室

徴収課長 徴収課長 徴収課長 徴収室長

適用課長 適用課長 適用室長

事務組合室長 事務組合室長

労働保険徴収

部長

徴収・適用・事

務組合課

徴収課長

警 金賃系

督監 金賃

O O 

O O 

O O 

× × 

O O 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

X × 

× × 

× × 

25 

事 労災系
そ
の
他

衛生安全
合絡 許免

付労加 労災
人公益法

葉 あ 』商A ニ そ
災

入ぎ 蒋日I
'つ の

試験
( せん

他

給

O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O 

× × × × O × × × 。
O O O O O O O O 。
× × × × O × × O O 

× × × X O × 。。O 

× × × × O × 。。O 

× × × 。O × × O O 

× × × @ O × × O O 

× × × 。O × × O O 

× × × 。O × × O O 

× × × O O × × O O 

× × × 。O × × O O 

× × × @ O × × O O 



適用課長

事務組合課長

労働基準部長

監督・時間課

監督課長

労働時間課長

安全・健康課

安全課長

健康課長

賃金線

賃金課長

労災補償課

労災補償課長

免許証発行セ

ンター

署

「
[凡例1

労働基準部長 労働基準部長

監督・時間課 監督・時間諜

監督課長 監督課長

労働時間課長 労働時間課長

安全・健康課 安全・健康課

安全課長 安全課長

健康課長 健康課長

賃金諜 賃金課

賃金課長 賃金課長

労災補償課 労災補償課

労災補償課長 労災補償課長

全署員

@:参照及び更新が可能な手続

0:参照のみ可能な手続

x 参照及び更新が不可な手続

労働基準部長 労働基準部長

監督諜 監督課

監督課長 監督課長

安全・健康課 安全健康課

安全課長 健康安全課長

健康課長

賃金課 賃金室

賃金課長 賃金室長

労災補償課 労災補償課

労災補償課長 労災補償課長

× × × × × 。O × × O O 

× × × × × 。O × × O O 

O O O O O O O O × O O 

。O O O × × 。。× O O 

。O O O O O 。。× O O 

。O O O × × O × × O O 

O O 。O × × O × × O O 

O O 。O × × O × × O O 

O O 。O × × O × × O O 

O @ O O × × O × × O O 

O 。O O × × O × × O O 

× × × × 。O O × × O O 

× × × × 。O O × × O O 

× × × 。× × × × × × × 

。I@I@I@I@I@I@I@I@I@I。

26 



別表 2-5ー 5-1 非常勤職員の業務処理権限規制(共通基盤・基準業務)

間 惜務眠、余計耳、企両弘鞄珍品・企問主を含む

※2 磁取龍、融盟主.世収課・適m宝を宮む

民3 1¥¥"骨現.労働時間出を含む

※4 安全謀、時様龍を含む

※5 賞金主を古む
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別表2-5-5-2 非常勤職員の業務処理権限規制(労災業務)
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終1総務蝉.会計線.金蘭霊.総2寒探・会標章を含む

※2徴収擁，I陸線量‘微駐車適用室を含む

楽ヨ監錆揖.労働lIf閥復を含む

ヨ長4祭会譲、健属医書を含む

*5賃金lI!'を含む

別表 2-5 -6 Fat Clientにおける業務処理権限規制
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{駐在所在含む)

※1総務課、会計課、企聞室、総務課・企画塞を含む

※2徴収謀、徴収室、徴収線・適用惑を含む

※3監瞥線、労働時間諜を古む

※4安全課、館康総を含む

※5賃金室を含む
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第3 運用

1 システムの使用

(1) 1 Dの種類

労働基準行政システムでは、 1 D (使用者識別コード)を一般用と管理用に分類し、さ

らに 1D jJlJに使用範囲を設定している。

各 IDの種類は、次のとおりである。

分
1 D種別 ID 概 要

類

ユーザ
ニヱ ザ情報を基に職員別 業務処理、グノレ プウェア、メ ノレ機能等の使用が可

般 に付与 能となる。

用 研修処理 KENSYUU 業務処理(研修用)の使用が可能となる。

シスァム設定用の専用 IDコ ド
xxは局コード、 yyは署コード(局の場合は、 00)を入

管 力する。
理 システム設定 MNGUSERxxyy 業務のうち、システム設定のみの使用が可能となり、

用 事業場基本情報の統合、各種自由設定等コードの設定、
庖社コードの設定、監督重点対象区分の設定及び局署
固有情報の設定時に使用する。

(2) パスワード

アパスワードの種類

労働基準行政システムでは、 1D (使用者識別コード)の他にパスワードを使用用途別に

設定している。

各パスワードの種類は、次のとおりである。

分類 パスワード種別 備 考

ユーザ
本省管理担当者及び局面IJ管理者あてに自動通知メーノレ

ー般用 で通知したもの。
研修処理 別途通知する。

管理用 シスァム設定 本省、局、署において設定。
その他 組織メーノレ メーノレボックス毎に設定されており、変更は不可。

イ パスワードの管理については、次の点に留意すること。

(7) パスワードは、他人に知られないようにすること。

(イ) パスワードのメモを作らないこと。

(ウ) パスワードの長さは、 6文字以上24文字以内、文字種別は、大英字、小英字及び

数字(いずれも半角)とすること。また、同一文字種のみ(例:abcxyz 

ABCXYZ、123789等)によるパスワードは利用できない。なお、パスワードは、 1 Dと同

じものとしないこと。

(エ) 初期パスワードは、最初のログオン(ログイン)時に変更すること。

(オ) パスワードの有効期限は 180日であり、有効期限が切れる 10日前から変更を促

すメッセージが表示されるので、その聞にパスワードを変更すること(パスワードの

有効期限が切れた場合は、アカウントが無効になるため、運用管理担当者に「アカウ

ントロック等解除申請書Jを提出すること)。なお、過去3回分のパスワードは再使

用できない。

(カ) 任意のタイミングで変更する場合は、[業務メニューポートレット] - [共通 1] 

[パスワード変更]から変更を行うこと。

ー1-



(キ) パスワードは、 5団連続で誤るとアカウントロックが掛かるので留意すること。

万が一、アカウントロックが掛かった場合lこは、運用管理担当者へ「アカウントロッ

ク解除等申請書」を提出すること。

(ク) パスワードを忘却した場合には初期化を行うので、運用管理担当者へ「パスワード

忘却届(管理用・ 般用)Jを提出すること。

なお、パスワード(一般用)の忘却のためにアカウントロックが発生した場合は、

この申誇により、パスワード初期化とアカウントロック解除を同時に行う。

(3) 端末装置等の取扱い

ア端末装置等の改造等の禁止

端末装置等は、指定業者の所有物であるので、善良なる管理者の注意をもって取り扱

うこと o

イ ソフトウェアの取扱い

規程第 16条第2号の規定による労働基準行政システムにインストールされているソ

フトウェアの取扱いについては、次のとおりとする。

(7) 運用管理者が提供する以外のソフトウェアをインストールしではならない。

(イ) インストールされているソフトウェアを複製・改造等をしてはならない。

ウ システムの設定の変更

規程第 16条第4号の規定によるシステムの設定の変更については、各使用者のユー

ザ 10でログオン(ログイン)した場合のみ次に示す範囲とする。

(7) ダブ〉レクリックの速度等マウスのプロパティによって変更可能な事項

(イ) 背景及びスクリーンセーバ等、画面のプロパティによって変更可能な事項(ただし、

新たなスクリーンセーパ、背景等を組み込んではならない。)

(ウ) 日本語入力(IME、ATOK)のプロパティ並びにワープロソフト及び表計算ソフトの

オートコレクト、ユーザ設定又はオプション設定によって変更可能な事項

(エ) カーソ/レ点減速度等キーボードのプロパティによって変更可能な事項

エ ファイノレ

規程第 16条第3号の規定による労働基準行政システムで使用禁止とするファイノレは、

次のとおりである。

(7) プログラムファイル(運用管理者が提供するものを除く 0)

(イ) 音楽及び動画ファイノレ

(ウ) 労働基準行政システムの端末装置以外のパソコンで作成されたマクロ(作業等を登

録して実行できる機能)が組み込まれたファイル(既に労働基準行政システム上で保

存され、不具合等が発生していないマクロファイル又は、労働基準行政システムに取

り込む際にマクロを無効にする場合を除く。)

(エ) 画像ファイル(業務上関係のあるものを除く。)

業務上関係のある画像であっても容量の大きい画像ファイルはディスク容量に制

限があることから、個人用フオル夕、及び共有フォルダの保存は最小限とすること。

オ外部記憶媒体

外部記憶媒体については、次のとおりである。

(7) FD  

(イ) M O  

(ウ) DVD (DLを含む。)

(エ) HDD 

(オ) U S Bフラッシュメモリ

使用可能な外部記憶媒体の規格については、各ノ、ードウェアマニュアノレを参照する

こと。
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今後、新たな外部記憶媒体を追加する場合は、運用管理者等が事務連絡等にて別途

指示するものとする。

カ 規程第 15条第2号の規定による指示された端末装置等

規程第 15条第2号の規定による指示された端末装置等とは、次のとおりである。

なお、 ThinClient本体のUSBポートに規程第 15条第2号の規定による指示され

た端末装置等を接続する場合は、システムへのログオン(ログイン)前に接続を行い、

システムへのログオフ後に切断を行うこと。

端末装置等 接続先 備考

モータ
VGA端子 1 7インチ

(Thin Client用)

モータ
VGA端子 22インチ

(Fat Client用)

マウス USBポート 光学式、スクロール機能

キーボード USBポート アンキー付き、小型

DVDド、フイブ USBポート 局及び暑に数台配備

FDドフイブ USBポート 局及び署に数台配備

ノ4ーコードリーダ USBポート 局及び署に数台配備

M Oドフイブ USBポート 局及び署に数台配備

1 Cカードリーダフイタ USBポート 局及び署に数台配備

汎用プリンタ USBポート

OCRスキャナ USBポート

OCR専用プリンタ USBポート

フフットベットスキャナ USBポート 局に 1台配備

UPS USBポート

データ通信カード PCカードスロツ

ト

モバイノレプリンタ USBポート

(7) モニタ (ThinCl ient用及びFatClient用)

Thin Cl ient本体には1下インチのモニタ、 FatClientには 22インチのモニタが

標準でVGA端子に接続される。標準添付品以外の装置は使用しないこと。

(イ) マウス及びキーボード

Thin Client本体には、スクロール機能付き光学マワスとテンキー付き小型キーボ

ードが標準でUSBポートに接続される。標準添付品以外のマウス及びキーボードを

接続した場合、 ThinClientの動作が不安定になる可能性があるので使用しないこと。

(ウ) DVDドライブ、 FDドライブ、 MOドライブ、バーコードリーダ及びカードリー

ダライタ

DVDドライブ、 FDドライブ、 MOドライブ、バーコードリーダ及びカードリー

ダライタは、 USBポートに接続して使用する。標準添付品以外の装置に関しては動

作保証できないので使用しないこと。

(エ) 汎用プリンタ

Thin Client本体には汎用プリンタが標準でUSBポートに接続される。標準添付

品以外の装置は使用しないこと。

(オ) OCRスキャナ、 OCR専用プリンタ及びフラットベットスキャナ

Fat Cl ient本体には、 OCRスキャナ、 OCR専用プリンタ及びフラットベットス

キャナが標準でUSBポートに接続される(フラットベットスキャナは局において免

許登録に関する業務を行う FatClient 1台のみに接続する)。標準添付品以外の装置

は使用しないこと。

(カ) UP  S 
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Fat Client木体には、 UPSが標準でUSBポートに接続される。標準添付品以外

の装置は使用しないこと。

(キ) データ通信カード

モパイル端末を庁外で利用するに当たり、統合ネットワークにダイヤノレアップ接続

を行うために使用する。

(ク) モパイルプリンタ

モバイルプリンタは、モバイル端末本体にUSBケープ、ルで接続する。標準添付品

以外の装置は使用しないこと。

(4) 外部記憶媒体の取扱い

使用者は、外部記憶媒体の取扱いについて、次に掲げる事項及び実施手順を遵守する

こと。

ア 労働基準行政システムの情報が保存されている外部記憶媒体は、施錠可能な場所に保

管する等、適切な管理を行うこと。

イ 労働基準行政システムの情報が保存されている外部記憶媒体を庁舎外へ持ち出しては

ならないこと o

ウ 労働基準行政システムの情報が保存されている外部記憶媒体を労働基準行政システム

以外の他ネットワークシステムのパソコン等で使用する際は、労働基準行政システムの

情報の漏洩が起きないよう適切な措置を行うこと。万が一、労働基準行政システムの情

報の漏洩(外部記憶媒体の紛失を含む。)が起こった場合は、口頭連絡を先行させるなど、

可及的速やかに労災保険業務課運用斑へ連絡し、第 2. 5 (4)に従い所定の手続を行うこ

と。

エ 労働基準行政、ンステムの情報が保存されている外部記憶媒体が不要になった場合は、

労働基準行政システムの情報が復元できないように物理的に処理した上で廃棄すること。

オ USBフラッシュメモリを ThinClient本体のUSBポートに接続する場合は、シス

テムへのログオン(ログイン)前に接続を行い、システムへのログオフ後に切断を行う

こと。

Thin Client及びFatClientで使用できる製品については、 USBフラッシュメモリ

のマニュアル等を参照のこと。なお、データの暗号化等セキュリティ機能が備わったU

SBフラッ、ンュメモリは使用できないので留意すること。

カ HDDを ThinClient本体のUSBポートに接続する場合は、システムへのログオン

(ログイン)前に接続を行い、システムへのログオフ後に切断を行うこと。

HDDは、 f労働基準行政情報システム及び労災行政情報管理システムから労働基準行

政情報システム・労災行政情報管理システムへの切替に係るデータベース等の移行につ

いて(平成21年2月 26日付け事務連絡)Jで提示した製品以外は使用しないこと。

(5) 使用の制限

使用者が規程に違反したときは、運用管理者は、当該使用者に対して労働基準行政シス

テムの使用の制限又は禁止若しくは当該使用者ユーザ 10の削除等の措置を講じること

ができる。

2 電子メール

電子メールについては、次のとおりとする。

(1) 使用者は、使用者個人の責任において電子メールの送信を行うものとし、業務に関連の

ない内容及び社会常識に反する内容の電子メールを送信しではならない。

(2) 1回のメール送受信の最大容量は、添付ファイルを含めて約 7MBであるが、通信回線
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の負担を回避することから、原則として職員聞における I困のメール送受信容量は 1MB
以下 (FD1枚弱程度)とするよう努めること。

3 グループウェア機能

グループウェア機能については、次のとおりとする。

(1) スケジュール

スケジュールの使用については、任意とする。

(2) 施設情報

施設管理機能の使用については、局管理者及び署管理者に委ねるものとする。

なお、使用する場合の運用管理ルールについては、局・暑において定めるものとする。

(3) 電子会議室

電子掲示板(以下「掲示板」という。)の使用例は、次のとおりである。

ア 掲示板に情報を掲示し、組織の中でその周知・共有化を図ること。

イ 必要な情報を掲示し、これに対して他の職員に情報を渇示させること

(T) 掲示板の基本的構造及び権限

掲示板の基本的構造は、参照権限、書込権限及び削除権限が設定された基本となる

掲示板(以下「トップレベル掲示板」という。)に喜込権限のある者が、下位掲示板を

作成し、又は情報を掲示することによっτ構成される。
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本項において、次に掲げる権限の意義及び技術上の設定は、以下に定めるところによる。

[参照権限]

掲示板に掲示された情報を参照する権限であり、トップレベル掲示板ごとに設定され

ている。

[書込権限]

情報の掲示又は下位掲示板を作成する権限であり、 トップレベノレ掲示板ごとに設定さ

れている。

[削除権限]

掲示板又は掲示板に掲示された情報を削除する権限であり、掲示板の作成者又は掲示

板に掲示された情報の作成者に設定されている。なお、掲示板の作成者には、その掲示

板に掲示されている情報並びに下位掲示板及び下位掲示板中の情報の削除権限が設定さ

れている。

(削除権限の例)

下位掲示板 1-1の作成者は、以下の項目について削除できる(図 3-3-1参照)。

a 下位掲示板 1-1にある個々の情報

b 下位掲示板 1-1以下の下位掲示板

c 下位掲示板 1-1の下位掲示板上にある個々の情報

なお、第三位掲示板 1-1を削除した場合には、第三位掲示板 1-1の下のすべての

下位掲示板及び下位掲示板に掲示された情報が削除され石。
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(イ) 労働基準行政システムにおけるトップレベル掲示板の種別及び権限

労働基準行政システムにおけるトップレベル掲示板の種類並びに参照権限及び

削除権限の設定は、次のとおりである。

掲示板の権限一覧表

本省 局 署

へ 情 職 課 1能 署 職

ノレ
報 員 長 員 長 員

種 プ
シ . . 

トップレベノレ掲示板 ス
Eリ ア テ 班 次

ス ム 長 長

ク 運

用 係 課

係 長 長

全 全国掲示板 。。O O O O O 
体

掲 システム掲示板 。。ム ム ム ム ム
乃ミ

板 テンプレート集 。。ム ム ム ム ム

個 労働局内掲示板 。× × 。O × × 

jJlJ 

掲 労働局監督署間掲示板 。× × 。O O O 
刀ミ

板 監督署内掲示板 。× × × × 。
」

[}L例1
0 参照、書込み、削除(他のユーザ 1Dで掲示したものを含む。)すべて可

0:"書込み、参照可

ム:参照のみ可

x 参照、書込み、削除すべて不可

ウ トップレベル掲示板と管理者は、次のとおりである。

トッフρレベル掲示板 管理者

全国掲示板

システム掲示板 運用管理担当者(運用管理者の指示による)
テンプレート集

労働局内掲示板
局管理者

労働局監督署問掲示板

監督署内掲示板 署管理者

(7) トップレベル掲示板に作成する第二位掲示板は、各管理者が作成すること。

(イ) 各管理者は、管理者以外の者が作成した第二位掲示板及びトップレベル掲示板上の

情報を発見した場合、当該作成者に対し、速やかにこれを削除又は移動するように指

示すること。

(り) 作成者が不明の場合には、各管理者は掲示板上において削除又は移動の指示を行う

こと。削除又は移動ができないときは、運用管理担当者に連絡すること。運用管理担

当者は連絡に基づき、当該掲示板等を削除すること。

(エ) 各管理者以外の者が第二位掲示板の作成及びトップレベル掲示板上に情報を掲載

した場合は、運用管理担当者はただちにこれを削除すること。

下位掲示板を削除すると、当該下位掲示板上にある情報は共に削除されるので、必

要な情報等がある場合は他の掲示板上に移動する等の必要があること。
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(オ) 掲示板の不要な情報については、適宜、削除・整理を行うこと。

掲示板 参照権限 登録権限

全国掲示板 全使用者 全使用者

全体
システム掲示板 全使用者

労災保険業務課情報シ

掲示 ステム運用係の使用者

板
テンプレート集 全使用者

労災保険業務課情報シ

ステム運用係の使用者

個別
労働局内掲示板 労働局内の使用者 労働局内の使用者

労働局監督署閑 労働局内及び監管署 労働局内及び監督署内
掲示

掲示板 内の使用者 の使用者
板

監督署内掲示板 監督署内の使用者 監督署内の使用者

エ掲示板の運用

原則として掲示板の作成については、管理者を通じて行うこと。

使用者のユーザ IDで掲示板の作成、情報の掲示をした場合、人事異動でその使用者

が他局暑に転出した場合は、削除権限をもっユーザ ID以外では、掲示板又は掲示板に

掲載した情報の削除ができなくなるので、不要なものを整理するよう留意すること。

その他、掲示板の作成、情報掲載に関する掲示板の制限事項は、次のとおりである。

(ア) 使用者によるトップレベル掲示板への情報の掲示

(イ) 使用者による第二位掲示板の作成

(ウ) 副統括管理者及び運用管理担当者以外のシステム掲示板及びテンプレート集への

書込み

(エ) 業務に関連のない内容又は社会常識に反する内容の情報の掲示

4 インターネット接続

(l) インターネット接続先

労働基準行政システムでは、端末からインターネットを利用することができる。

インターネット接続については、次のとおりである。

ア 運用管理者及び統合ネットワークが設定した禁止サイトを除いたホームページの閲覧

を可能とする(ただし、 ActiveXや ]AVA等が組み込まれたページの閲覧は保証しない)。

業務上不要なサイトを禁止サイトに設定する場合、又は、禁止サイトに設定されてい

るサイトの閲覧を希望する場合は、様式「インターネット閲覧禁止URL登録・解除申

請書」を運用管理担当者へ通達・事務連絡システムにより提出すること。ただし、閲覧

理由の記載がないものやサイトの内容によっては、不採用とする場合があるので、留意

すること。

イ サイトに公開されているファイノレのダウンロードは原則不可とする。

ウ 使用者は、インターネットを利用して情報の交換等を行うに当たっては、業務に関連

のない手リ用及び社会常識に反する利用を行つてはならない。
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5 運用時間等

(1) 業務処理の運用時間

職員ポータノレから起動できる業務処理の運用時間は、次のとおりである。

業務区分 業務処理名称 運用時間

共通 l 通達・事務連絡 24時間

(r通達・事務連絡検索J、「全文検索登録」

は、 8 ・ 00~20 ・ 00 (平日))

全文検索 8:00~20:00 (平日)

電子申請 8 ・ 00~20:00 (平日)

情報分析ソリューション 8:00~20:00 (平日)

(ただし、本省端末は 8 ・ 00~22:00 (平日)) 

法令検索等 8 目 00~20 ・ 00 (平日)

共通 2 一般メール 24時間

組織メール

グループウェア

OAソフト

フオノレダ

オンフインマーュアル

基準 免許管理 8:00~20 ・ 00 (平日)

上記以外 8 ・ 00~20 ・ 00 (平日)

(ただし、本省端末(r相談情報管理J、「申

告情報管理」、「未払賃金立替払情報管理」、

「安全衛生業務計画作成支援」及び ~r特定

機械等管理」のうちボイラ一、第一種圧力容

器、クレーン、デリック、エレベータ一、建
設用リフト』を除く)は 8:00~22 ・ 00 (平日)) 

労災 短期共通

療養給付

療養の費用

休業給付

介護給付 入カ:8:30~17:30 (平日)

一次健康診断給付

アフターケア

義肢等の支給

年金給付
検索 :8 ・ 30~17 ・ 30 (平日)

統計

メリット

特別加入

共通検索

支払・債権

審査業務支援

(2) 端末装置等の起動時間

Fat Client本体及び免許端末{こついては、運用時間開始前 (7: 00前後)に自動で電

源が投入され、運用時間終了後 (22:00以降)に自動で電源が切断されることとなっ

ているので、 FatClient本体の電源ボタンは、押下しないこと。ただし、 FatClient本

体に接続されているスキャナ、プリンタ等は必要に応じて電源投入及び切断が可能である

が、必ず FatClientログオフ中に行うこと。
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なお、 FatClient本体及び免許発行機の再起動を行いたい場合は、ヘルプデ、スクへ連絡

すること。

Thin Client及び汎用プリンタについては、使用者の任意のタイミングで電源投入及び

切断が可能である。
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6 システム異常・障害時における対応

(1) 使用者による対応

端末装置等の使用中あるいは使用しようとしたときに異常が発生した場合の対処は、次

のとおりである。

システム異常等の発生

0機織処理手引

Oシステム掲示板
「労働基準行政シスデムFAω等在容照する.

メッセージ IDが

rA(重大メッセー

ジ)Jで始まるメッ

セージが表示され

た。

メッセージl[lがrM

(!!U君メッセージヲj

叉tHw(瞥告メッ

セージ)Jで従法る

メッセージが表示

された.

E活保こ義づ音対処

へ間対へ附る ) 

ア メッセージ IDが付されたメッセージが出た場合

(7) [メッセージ IDが rA (重大メッセージ)で始まる場合]

重大な障害が発生したので、ヘルプデスクへ照会する。

(イ) [メッセージ IDが rM(確認メッセージ)J又は rw(警告メッセージ)Jで始まる場

合]

メッセージに従って対処する。

イ 上記以外の場合

次の説明書等を参照し、記載に基づき対処する。

(7) 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム機械処理手引

(イ) システム掲示板「労働基準行政システム FAQJ
当該記載に基づき対処した結果、解消した場合は通常どおり使用し、解消しない場

合、当該記載が無い場合又は「ヘルプデスクへ連絡Jの旨の記載がある場合は、ヘル

プデスクへ照会する。

(2) 管理者等による対応

システムに異常・障害が発生した場合の管理者等による対応は、次のとおりである。

[故障・回復連絡について]

システム障害等により運用又は利用に重大な影響を来す事実を把握した場合は、そ
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の旨を速やかに運用又は利用に重大な支障を来す局の局副管理者に労災保険業務課運

用班から「利用者の皆様へ」を FAX送信するので、局副管理者は、局課室管理者及び

署管理者に連絡すること(ただし、署に対しでも FAX送信している場合は、局課室管

理者へ連絡するのみでよい)。また、局課窒管理者及び署管理者が、当該連絡を受けた

場合は、使用者に周知すること。

[出張復旧作業等の対応について]

異常・障害の事案によって各指定業者の出張復旧作業等になる場合には、局副管理

担当者及び署管理担当者は、これに立ち会うこと。

7 労災保険業務課運用班

(1) 業務内容

労災保険業務課運用班の運用関係業務は、次のとおりである。

l 労働基準行政システム指定業者の統括管理に関すること

2 ユーザ情報の登録・変更に関すること

業務内容 I 3 端末装置等の移設等、損壊、盗難に関すること

4 庁舎の停電に関すること

5 その他運用関係業務処理に関すること

8 へルプデスク

へルプデスクは、センタ設備内に設置され、労働基準行政システムの照会、故障等の受付

等を行う。

(1) 業務内容

ヘルプデスクの業務内容は、次のとおりである。

I 1 労働基準行政システムの異常・障害発生時の受付及び回答

業務内容 1: 端末装置等の故障受付・修理手配等の受付及び回答
3 端末装置等の操作及びその他不明事項の照会の受付及び回答

4 業務処理に関する照会の受付及び回答

(2) へ/レプデ、スクへの各種受付

ヘルプテ、スクへの各種受付を行う場合は、受付時間内に行うこと(連絡先及び受付時間

は第6参照)。

なお、受付後の調査の結果、障害復旧作業が必要な場合には、各保守担当者(業務AP

保守担当者、 HW/PP保守担当者、局 LAN保守担当者等)に調査・対処依頼がなされ、各

保守担当者により障害復旧作業が行われる。局署での出張復旧作業等が必要になる事案の

場合には、使用者は所属元の局又は署管理者にその旨を連絡すること。
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第4 報告

1 統括管理者等への報告

統括管理者等への報告は、次のとおりである。

なお、これら報告書の受付窓口は、労災保険業務課運用班において行い、統括管理者及び

副統括管理者へ回付する。

様式分類

規程違反関係

端末装置等関係

(1) 規程違反関係報告

関係規程 | 様式

第 21条第1号 |管理規程違反関係報告書

第 21条第2号 |端末装置等損害報告書

規程第 21条第1項第1号及び第 22条第 1号に定める報告については、次のとおりで

ある。

ア本省の場合

本省管理者は、規程第 15条、第 16条、第 18条の規定に抵触する行為を把握又は

報告を受けた場合には、「管理規程違反関係報告書Jを通達・事務連絡システムにより提

出すること。

イ 局 の場合

局管理者は、局課室管理者又は署管理者より規程第22条第 1号に定める報告を受け

た場合には、「管理規程違反関係報告書Jを通達・事務連絡システムにより提出すること。

(2) 端末装置等損害報告

規程第 21条第 1項第2号及び第 22条第2号に定める報告については、次のとおりで

ある。

ア本省の場合

本省管理者は、使用者から規程第 20条による報告を受けた場合には、「端末装置等損

害報告書」を通達・事務連絡システムにより提出すること。

イ 局 の場合

局管理者は、局課室管理者又は署管理者より規程第22条第2号に定める報告を受け

た場合には、「端末装置等損害報告書Jを通達・事務連絡システムにより提出すること。

2 運用管理者等への申請等

(1) 運用管理者への申請等

運用管理者への申請等は、次のとおりである。

l 様式分類

端末装置等関係

ユーザ情報関係

ア 端末装置等の移設等の申請

様式

端末装置等の移設等申請書

ユーザ情報・登録変更票

本省管理者及び局管理者は、端末装置等の移設等を行う場合は、「端末装置等の移設等

申請書Jを運用管理者まで提出すること。

イ ユーザ情報の登録・変更等

本省管理担当者及び局副管理者は、人事異動又はその他の理由によるユーザ情報の変

更等が必要な場合には、「ユーザ情報登録・変更票」を運用管理担当者まで通達・事務連

絡システムにより提出すること。
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(2) 運用管理担当者等への報告等

運用管理担当者等への報告等は、次のとおりであるU 

様式分類 様式

市区町村合併等報告書

監督署名称所在地等変更申請書

運用関係
閲覧禁止URL登録・解除申請書

アカウントロック解除等申請書

パスワード忘却届(管理用)

パスワード忘却届(一般用)

ア 市区町村合併等の報告

局面l管理者は、局内管轄地域において市区町村の合併又は名称変更等が行われる場合

には、合併・名称変更等の実施日の 2カ月前までに「市区町村合併等報告書」を運用管

理担当者まで通達・事務連絡システムにより提出すること。

運用管理担当者は、報告を行った局副管理者に「市区町村合併等の処理通知書」を通

達・事務連絡システムにより提出する。

イ 監督署名称所在地等変更申請

署管理者は、移転等により監督署の名称、所在地及び電話番号に変更が生じることが

判明した場合には、速やかに「監督署名称所在地等変更申請書Jを運用管理担当者まで

通達・事務連絡システ、ムにより提出すること。

ウ インターネットの閲覧禁止URL登録・解除申請

局副管理者は、業務上、新たに閲覧を禁止したいホームページがある場合、又は、閲

覧が禁止されているホームページの中で、業務上、新たに閲覧を希望する場合は、「イン

ターネット閲覧禁止URL登録・解除申請書」を運用管理担当者まで通達・事務連絡シ

ステムにより提出すること。

エ アカウントロック解除等申請書

本省、局、署の使用者が、アカウントロックの解除等を申請する場合には、「アカウン

トロック解除等申請書」を、運用管理担当者まで提出すること。

オパスワード忘却届(管理用)

本省管理担当者、局副管理担当者及び署管理担当者は、管理用パスワードを忘却した
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場合には、「パスワード忘却届(管理用)J を運用管理担当者まで提出すること。

カ パスワード忘却届(一般用)

本省管理担当者、局課室管理担当者及び署管理担当者は、使用者からパスワード忘却

の申し出があった場合には、「パスワード忘却届(一般用)Jを運用管理担当者まで提出

すること。

キ停電 連絡

局課室管理担当者又は署管理担当者は、局又は署において工事等で停電がある場合に

は、5llJ途指示する方法により連絡すること。

3 局管理者への報告

局管理者への報告は、次のとおりである。

なお、これらの報告書の受付窓口は、都道府県労働局労働基準部監督課において行うこ

ととする。報告書の提出方式(通達・事務連絡システム、メール、書類による郵送等)の

選択については、局において定めるものとする。

様式分類 関係規程 様式

管理担当者指 第 9条第6項 局面リ管理担当者指名・変更報告書

名・変更関係 第 10条第6項 局課室管理担当者指名・変更報告書

規程違反関係 第22条第1号 管理規程違反関係報告書

端末装置等関係 第22条第2号 端末装置等損害報告書

(1) 局副管理担当者指名・変更報告

局副管理者は、規程第9条第6項に定める報告については、局管理者に「局副管理担

当者指名・変更報告書」を提出すること。

(2) 局課室管理担当者指名・変更報告

局課室管理者は、規程第 10条第6項に定める報告につドては、局管理者に「局課室

管理者等指名・変更報告書」を提出すること。

(3) 規程違反関係報告

規程第 22条第1号に定める報告については、次のとおりである。

局課室管理者又は署管理者は、規程第 15条、第 16条、第 18条の規定に抵触する

行為を把握又は報告を受けた場合には、「管理規程違反関係報告書Jを提出すること。

(4) 端末装置等損害報告

規程第22条第2号に定める報告については、次のとおりである。

局課室管理者又は署管理者は、使用者から規程第20条による報告を受けた場合には、

「端末装置等損害報告書Jを提出すること。

4 システム関連の報告等様式

(1) システム関連の報告等様式

システム関連の報告等様式は、別表4-4-1のとおりである。

(2) 様式、記入要領及び記入例

様式、記入要領及び記入例については、 5(1)から 9(6)に示すとおりである。
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(3) 様式の掲示場所

システム掲示板のシステム関係様式集に掲示しているので、次のとおりアクセスし、

申請・報告書類を入手すること。

[職員ポータル]から[業務メニューポートレットJ-[共通2J-[グループウェ

ア]を選択し、[グループウェア画面]を表示する。

表示された[グループウェア画面]のメニューから、[電子会議室J- [カテゴリ一

覧]- [全国掲示板]- [システム掲示板]を選択する。

別表4-4-1 システム関連の報告等様式一覧

様式区分 様式名称 提出者 提出先 提出期限

管理担当者指名・変更 局副管理担当者指名・変更報告書 局副管理者
局管理者 指名後速やかに

関係 局課室管理担当者指名・変更報告書 局諜室管理者

本昔、管理者
端末装置等の移設等申請書 工事の三月前

局管理者 運用管理者

端末装置等阻備状況報告書 局管理者 移設後速やかに

端末装置等関係
統括管理者及び

本省管理者

局管理者
副統括管理者(運

端末装置等損害報告書 用管理者経由)

局課室管理者 局管理者(局副管

署管理者 理者経由) 事実確認後速やか

本省管理者
統括管理者及び

局管理者
副統括管理者(運

規程違反関係 管理規程違反関係報告書 用管理者経由)

局課室管理者 局管理者(局副管

署管理者 理者経由)

毎週火曜日(火曜日

が休日の場合は直

本省管理担当者 前の開庁日)。ただ
ユーザ情報関係 ユーザ情報登録・変更票 運用管理担当者

局副管理者 1--4月 l日付人事異

動に係るものを除

く。

市区町村合併等報告書 局昌l管理者 運用管理担当者
合併実施日の二月

前

監督署名称所在地等変更申請書 申請の必要が判明
署管理者 運用管理担当者

した後速やかに

インターネット閲覧禁止URL登 本省管理担当者

録・解除申請書 局副管理者
運用管理担当者 随時

本省管理担当者

運用関係 アカウントロック解除等申請書 局謀室管理担当者 運用管理担当者 随時

署管理担当者

本省管理担当者

パスワード忘却届(管理用) 局副管理担当者 運用管理担当者 随時

署管理担当者

本省管理担当者

パスワード忘却届(一般用) 局課室管理担当者 運用管理担当者 随時

署管理担当者
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5 管理担当者指名・変更関係様式

(!) 局副管理担当者指名・変更報告書

【記入要領]

「局面i管理担当者」

担当者の指名を記入する。
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[記入例]

局副管理担当者指名・変更報告書

平成00年00月00日

局管理者

000労働局長殿

局副管理者

000労働局労働基準部監督課長

労働基準行政、ンステムの局副管理担当者について、次のとおり報告します。

|局副管理担当者 i監 督 太 郎

. 18. 



【様式]

局副管理担当者指名・変更報告書

平成年月日

局管理者

労働局長殿

局副管理者

労働局労働基準部監督課長

労働基準行政、ンステムの局副管理担当者について、次のとおり報告します。

|局副管理担当者
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(2) 局課室管理担当者指名・変更報告書

[記入要領]
「課(室)名」

課(室)名を記入する。

「課(室)管理担当者j

課(室)担当者が指名した謀(室)管理担当者の氏名を記入する。
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[記入例]

局課室管理担当者指名・変更報告書

平成00年00月00日

局管理者

000労働局長殿

局課室管理者

000労働局労働基準部

健康安全課長

労働基準行政システムの局課室管理担当者について、次のとおり報告します。

羽
お
恥

-
W
A
E

一

司
応
-
白
川
♂
一

全
で
二

安
一
一

康
一
全
一

健
一
安
一者世ヨ担

名
一
理

)
一
管

室
一
室

〈
一
課

課
一
局
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【様式]

局課室管理担当者指名・変更報告書

平成年月日

局管理者

労働局長殿

局課窒管理者

労働局 部

課(室)長

労働基準行政システムの局課室管理担当者について、次のとおり報告します。

防塁春闘当者

-22 -



6 端末装置等関係様式

(1) 端末装置等の移設等申請書

[記入要領]

[移設等対象局署の名称]

移設をする局署名を記入する。

[ホスト名]

移設等をする端末番号を記入する;

[移設等の内容]

該当するものを記入する。

移設

一時取外し再取付け(※一時取外し再取付けの最長期間は1週間以内)

ThinClientの返納

[移設等の理由]

roo署の新築移転のため」、 roo署の内装工事のため」等包括的な理由を記入す

る。

[移設等の時期]

端末装置等を取り外す日を記入する。

[移設等対象の端末装置等の台数]

該当する端末装置等の台数を記入する。

[現在の設置場所の所在地]

移設の場合のみ記入すること(合同庁舎、ビル等の場合、フロア数も記入のこと)。

[移設後の予定場所の所在地]

移設の場合のみ記入すること(合同庁舎、ビ、ル等の場合、フロア数も記入のこと)。

[添付図面]

移設の場合は移設先の端末装置等の配置図面、撤去及び一時取外し再取付けについ

ては対象となる端末装置等が把握できる図面を添付し、市IJ添図面」と記入すること。

[必要な事前工事の種類]

具体的な工事の種類を記入すること。

なお、記入しきれない場合には、別添とすること。

[移設等担当者氏名]

移設等に係る担当者の所属、氏名、連絡先を記入する。
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[記入例]

労働基準行政システム端末装置等の移設等申請書
申請年月日平成00年00月00日

運用管理者

労災保険業務課長殿

申請者 本省管理者

00課長

局管理者

00労働局長

(公印省略)

次のとおり端末装置等の移設等を申誇します。

移設等対 象局暑の名称 000労働基準監督署

HC200000000~HC200000000 

ホ ス ト 名 FC200000000~FC200000000 

NR200000000~NR200000000 

移 設 等 の 内 乍釘of 移設

移 設 等 の 理 由 00署内装工事のため

移 設 等 の 時 期 平成00年00月00日

統合ネットワーク関連機器 1基
署LAN設備 1式

移設対象の端末装置等の台数
Thin Client 1 6台
Fat Client 2台

汎用プリンタ 2台

現在の設置場所の所在地 00県00市001-5-6 00合同庁舎 1F

移設後の予定場所の所在地 00県00市001-5-6 00合同庁舎1F 

添 付 図 面 別添のとおり

必要な事前 工 事 の 種 類 電気工事

所属 ・ 00労働基準監替署業務課

氏名.業務太郎

移設等担当者氏名
連絡先・ TEL XXX-XXX-XXXX 内線XXX

所属 :00労働局監督課

氏名:監督太郎

連絡先 :TEL XXX-XXX-XXXX 内線XXX
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[様式】

労働基準行政システム端末装置等の移設等申請書
申請年月日平成 年 月 日

運用管理者

労災保険業務課長殿

申請者 本省管理者

課長

局管理者

労働局長

(公印省略)

次のとおり端末装置等の移設等を申請じます。

移設等対象局署の名称

ホ ス ト 名

移 設 等 の 内 廿，会一・

移 設 等 の 理 由

移 設 等 の 時 期 平成 年 月 日

統合ネットワーク関連機器 基

署 LAN設備 式

移設対象の端末装置等の台数
Thin Client AロA 

Fat Client 4にコa、
汎用プリンタ Lにコa、

現在の設置場所の所在地

移設後の予定場所の所在地

添 付 図 面

必要な事前 工 事 の 種 類

所属:

氏名:

移設等担当者氏名
連絡先 :TEL

所属:

氏 名・

連絡先 TEL 
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(2) 端末装置等配備状況報告書

【記入要領1
[端末装置等]

局及び署に配備されている各装置の台数を記入する。
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[記入例】

端末装置等配備状況報告書

運用管理者

労災保険業務課長殿

lモ
ノ〈

Fat イ
Client I ノレ

端
末

00労働局
K 
C 

|」総購融語: 

部曙瞳塑鵬

|hi亀!遺置韮E 

-一l
一6
一6
一6
一2
一

市
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[様式]

端末装置等配備状況報告書
平成年月日

運用管理者

労災保険業務課長殿

局管理者

労働局長

rj)i([システムの 2置等の配備状況について次のとおり報告します。

端末装置等 備考

そ

汎用プ
M F D 

yステム ノ〈 V 
労働局 ユ寸e O D D Thin Fat イ K ド ド ド

カード
数 Client Client ノレ C リ

イブラ イプラ
ラ H'7'~ 

端 ン
イプ

末
タ

局長

総務部

総務部
(室)

(室)

企労働画室保l

'''' 
徴収課

tl. 適用課

部 事務組合課

監'

働基部労準
嘩康課

賃労金局災課補償計(2E 2) 

監督署計

労働局合計
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(3) 端末装置等損害報告書

I記入要領]

[局・署名]

端末装置等の損害が発生した局又は署名を記入する。

〔発生等年月日]

端末装置等の損害が発生又は発見した年月日を記入する。

[該当規定]

1.本省管理者が申請する場合以下を記入する。

規程第21条第1項第2号(端末装置等の盗難、損壊等による報告)

2.局管理者が申請する場合以下を記入する。

規程第22条第2号(端末装置等の盗難、損壊等による報告)

[損害種別]

損害種別に該当する番号を右欄に記入する。

1 盗難 第三者による盗難

2.損壊等第三者又は天災地変等による機器等の損壊

[損害状況]

機器名はコンボボックスより該当するものを選択し、盗難、損壊等別に数量を記入す

る。

[概要]

損害の発見から報告に至るまでの経過を記入する。

概要欄に収まらない場合には、「別紙のとおり」でも可。
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[記入例]

労働基準行政システム端末装置等損害報告書
平成00年00月00日

統括管理者

厚生労働省労働基準局長殿

副統括管理者

厚生労働省労働基準局総務課長殿

本省管理者

00課長

局管理者

00労働局長

(公印省略)

次のとおり報告します。

局課・署名 00労働基準監督署

発生等年月日 平成00年00月00日

該当規定 第 22条第2号(端末装置等の盗難、損壊等による報告)

損害種別 2 損壊等

機器名
数量

盗難 損壊等

損害状況
Thin Client 1 

Fat Client 1 

平成00年00月00日に発生した地震により 00監督署に配備されてい

る端末が落下したことにより、損壊したものである。

概要
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[様式]

労働基準行政システム端末装置等損害報告書
平成 年 月 日

統括管理者

厚生労働省労働基準局長殿

副統括管理者

厚生労働省労働基準局総務課長殿

本省管理者

課長

局管理者

労働局長

(公印省略)

次のとおり報告します。

局課・署名

発生等年月日

該当規定

損害種別

機器名
数量

盗難 損壊等

損害状況

概要
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7 管理規程違反関係様式

(1) 管理規程違反関係報告書

【記入要領]

[局・署名]

違反行為が発生した局又は署名を記入する。

[発生等年月日]

違反行為が発生した年月日を入力する。

[該当規定]

該当規定をコンボボックスより選択する。

[該当機器等]

規程第 15条に該当する場合に限り、装置名をコンボボックスより選択する。

[数量]

該当する装置の数量を記入する。

[概要]

違反行為の発見から報告に至るまでの経過を記入する。

概要欄に記入しきれない場合は、 flllj紙のとおり」でも可。
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[記入例]

労働基準行政システム管理規程違反関係報告書
平成00年00月00日

統括管理者

厚生労働省労働基準局長殿

副統括管理者

厚生労働省労働基準局総務課長殿

本省管理者

00課長

局管理者

00労働局長
(公印省賂)

次のとおり報告します。

局謀・署名 00労働基準監督署

発生等年月日 平成00年00月00日

該当規定 第 16条(ソフトウェアの改造等の禁止)

※第 15条に該当する場合のみ記入

機器名 数量

該当機器等

管理規程で認めていないアプリケーションソフトをインストーノレしたことにより障害

が発生した。

概要
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[様式]

労働基準行政システム管理規程違反関係報告書
平成 年 月 日

統括管理者

厚生労働省労働基準局長殿

副統括管理者

厚生労働省労働基準局総務課長殿

本省管理者

課長

局管理者

労働局長

(公印省略)

次のとおり報告します。

局課・署名

発生等年月日

該当規定

※第 15条に該当する場合のみ記入

機器名 数量

該当機器等

概要
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8 ユーザ情報関係様式

cl) ユーザ情報登録・変更票

【記入要領]

本登録・変更票は、エクセルマクロで制御されたファイルとなっている。

下記以外の項目は記載手順書の内容に従って記入すること。

[申請者情報/ユーザ 1DJ 
①本省の場合.本省管理担当者のユーザ IDを入力する。

②局の場合.局副管理者のユーザ IDを入力する。

[申請者情報/申請者名]

①本省の場合:本省管理担当者の氏名を入力する。

②局の場合.局自1)管理者の氏名を入力する。

[申請者情報/所属組織名]

①本省の場合:申請者の所属組織名を入力する。

②局の場合 :00労働局労働基準部監督課と記入する。

-35 -



【測紙31
a民3，事総.項111院("'.府線網》

ユーザ情報登録・筆更申鴇書

""". :，賀町留守門泡3同'専門吹雪1'守苧戸告知~~池田健閥抗叩晴之 Y
鰍紛糾じ心長人J神 kふぷ対" 蛾 バ:吋

@-"時...11'1'"~~駒市.r!-t """.M_ 輪出回H -;J:1:.i';. 

"""トいいぶよぷぷ---口μ一-'-"-'-~'
均訂7主活符す笈官主ヲrlli-~::tiì日正抑制蜘 nt:;J'畑山崩桃川L'N'.蜘QiìPl誌

}注量野事項

-注意事項

・マヲロを必ず有効に設定してから、入力を行って下さい!
様『オプション』を押して下さい

・コピー機能によるデー曹人カはできません
(r一括J;!t;ンによるコピーは可能です)

同
U一

-36 -



9 運用関係様式

(1) 市区町村合併等報告書

[記入要領】

[労働基準監督署名]

市区町村合併等が実施される地域を管轄する労働基準監督署名を記入する。

[合併等年月日]

市区町村合併等の実施日を記入する。

[合併等内容]

合併前の市区町村名等と合併後の市区町村名等を記入する。

(枠内に収まらない場合には、 rlllj紙のとおり」でも可)

[住居表示の変更の有無]

大字以降の住所表示変更の有無について該当する方に印を付ける。

有りとした場合は、内容欄にその内容を記入する。

(多い場合は、「別紙のとおりJと記入でも可。)

[合併等に伴う労働基準監督署の所轄変更の有無]

合併等に伴う労働基準監督署の所轄変更の有無欄の該当する箇所に印をつける。

有りとした場合は、内容欄にその内容を記入する。

(多い場合は、 f別紙のとおり」と記入でも可。)

[合併等に伴う番地の変更の有無]

合併等に伴う番地変更の有無欄の該当する箇所に印をつける。

有りとした場合は、内容欄にその内容を記入する。

(多い場合は、「別紙のとおり」と記入でも可。)

[添付資料]

添付資料がある場合は、次から該当するものを選択する。

広報(写)又は公報(写)

合併協議書(写)
その他(カッコ内に書類名を記入する。
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[記入例】

労働基準行政システム市区町村合併等報告書
平成00年00月00日

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

局副管理者

00労働局労働基準部監督課長

次のとおり報告します。

労働基準監督署名 00労働基準監督署

合併等年月日 平成00年00月00日

合併等前市区町村名 合併等後市区町村名

(ふりがなも記入すること。) (ふりがなも記入すること。)

00町 0ム口×市

xx町
ムム町

口口町
合併等内容

内容
住居表示の変更の有無 有・園

内容
合併等に伴う労働基準

監督署の所轄変更の有 有・園

無

内容

合併等に伴う番地の変
有・園

更の有無

圃広報(写)又は公報(写)

添付資料
口合併協議書(写)

ロその他(
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[様式]

労働基準行政システム市区町村合併等報告書
平成 年 月 日

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

局副管理者

労働局労働基準部監督課長

次のとおり報告します。

労働基準監督署名 労働基準監督署

合併等年月日

合併等前市区町村名 合併等後市区町村名

(ふりがなも記入すること。) (ふりがなも記入すること。)

合併等内容

内容
住居表示の変更の有無 有・無

内容
合併等に伴う労働基準

監督署の所轄変更の有 有・無
主E

内容

合併等に伴う番地の変
有・無

更の有無

口広報(写)又は公報(写)

添付資料 口合併協議書(写)

口その他(
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(2) 監督署名称所在地等変更申請書

[記入要領]

[変更の理由]

暑の所在地等が変更になる理由を記入する。

[変更の時期]

暑の所在地等が変更になる日付を記入する。

[変更後の名称]

署の名称が変更になる場合のみ記入十る。

1 5文字以内となるようにすること。

[変更後の所在地(上段・下段)J

暑の所在地が変更になる場合のみ記入する。

郵便番号及び住所を記入し、上段、下段併せて 30文字以内となるようにすること。

[変更後の電話番号]

電話番号が変更になる場合のみ記入する。

[担当者氏名等]

監督署名称所在地等変更に係る担当者の所属、氏名及び連絡先を記入する。
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[記入例】

監督署名称所在地等変更申請書

申請年月日平成00年00月00日

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

申請者 署管理者

00労働基準監督署長

(公印省略)

次のとおり監督署名称所在地等の変更を申請します。

変更の理由 移転のため

変更の時期 平成00年00月0013

変更後の名称 O O 労 {動 基 準 臣且と 替 署

V 変更後の所在地(上段) T O O O O O O O O O O 県

変更後の所在地(下段) O O 市 O O 町 O O O O O 庁 舎

変更後の電話番号 O O O O O O O O O O 

所属:業務課

氏名:業務太郎

担当者氏名等
連絡先 :TEL xxx-xxx-xxxx 

内線 xxx 
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[様式】

監督署名称所在地等変更申請書

申請年月日平成 年 月 日

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

申請者 署管理者

労働基準監督署長

(公印省略)

次のとおり監督署名称所在地等の変更を申請します。

変更の理由

変更の時期

変更後の名称

V 変更後の所在地(上段)

変更後の所在地(下段)

変更後の電話番号

所属・

氏名.

担当者氏名等
連絡先 :TEL

内線
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(3) インターネット閲覧禁止URL登録・解除申請書

[記入要領]
[登録又は解除するホームページ名(上段)・ URL (下段)J

ホームページの名称と URLを記入する。 (http://は省略可)

[理由]

業務上の必要性又は不要性を具体的に記入する。
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I記入例l

労働基準行政システムインターネット閲覧禁止 URL登録・解除申請書
平成00年00月00日

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

本省管理担当者

00課長補佐 (00担当)

副主任監察官(管理担当)

局副管理者

00労働局労働基準部監督課長

次のとおり報告します。

項番
登録 ホームページ名(上段)

理由
解除 URL (下段)

1 登録
H P:OOOOOOOOOOOO 業務上、不要なホームページであるた

URL:附 W.xxx.xxxxxxxxxx. zz. ZZ め

2 解除
H P:OOOOOOOOOOOO 業務上、必要なホームページであるた

U R L : www. xxxxxxxxxxxxx. ZZ. zz め

3 

4 

5 

6 

7 

L一一
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【様式]

労働基準行政システムインターネット閲覧禁止 URL登録・解除申請書
平成 年 月 日

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

本省管理担当者

課長補佐( 担当)

副主任監察官(管理担当)

局面i管理者

労働局労働基準部監督課長

次のとおり報告します。

項番
登録 ホームページ名(上段)

理由
解除 URL (下段)

1 

2 

3 

4 

5 

3 

6 

7 
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(4) アカウントロック解除等申請書

[記入要領l
[届出年月日]

労災保険業務課運用班に連絡した日を記入する。

[解除等所属部署名]

アカウントロック解除等の該当者が所属する部署名を記入する。

[解除等氏名]

アカウントロック解除等の該当者の氏名を記入する。

[解除等ユーザ 1DJ 
ユーザ ID通知書又は電子メールアドレスにある宛先のローマ字部分を記入する。

[連絡先]

連絡先の電話番号を記入する。

[アカウントロック等発生理由]

アカウントロック等が発生した理由を記入する。
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[記入例]

労働基準行政システムアカウントロック解除等申請書

運用管理担当者
労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

00部(課)本省管理担当者

00労働局課室管理担当者

00労働基準監督署管理担当者

次のとおり届出します。

届出年月日 平成00年00月00日

00労働局00部00課

解除等所属部署名

監督 Jls 

解除等氏名

Kantokui 

解除等ユーザ 10

監 督 一 郎

連絡者(解除等本人以外の時記入)

xxx-xxx-xxxx 

連絡先

パスワードの有効期限が切れたため。

アカウントロック等発生理由
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[様式]

労働基準行政システムアカウントロック解除等申請書

運用管理担当者
労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

部(課)本省管理担当者

労働局課室管理担当者

労働基準監督署管理担当者

次のとおり届出します。

届出年月日 平成 年 月 日

解除等所属部署名

解除等氏名

解除等ユーザ 1D 

連絡者(解除等本人以外の時記入)

連絡先

アカウントロック等発生理由
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(5) パスワード忘却届(管理用)

[記入要領】

[届出年月日]

労災保険業務課に届け出た日を記入する。

[所属部署名]

パスワードを忘れた管理者又は担当者が所属する部署名を記入する。

[担当者氏名]

パスワードを忘れた管理者又は担当者の氏名を記入する。

[システム設定用 1DJ 

システム設定用 IDに局コード xxと署コード yy (局の場合 00)を記入する。

[連絡先]

連絡先の電話番号を記入する。
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[記入例]

労働基準行政システムパスワード忘却届(管理用)

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

00部(謀)本省管理担当者

00労働局課室管理担当者

00労働基準監督署管理担当者

次のとおり届出します。

届出年月日 平成00年00月00日

所属部署名 00労働局労働基準部監督謀

担当者氏名 監督太郎

システム設定用 1D MNGUSERムム00

連絡先
xxx-xxxー xxxx
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[様式]

労働基準行政システムパスワード忘却届(管理用)

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

部(課)本省管理担当者

労働局課室管理担当者

労働基準監督署管理担当者

次のとおり届出します。

届出年月日 平成 年 月 日

所属部署名

担当者氏名

システム設定用 1D 

連絡先
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(6) パスワード忘却届(一般用)

【記入要領]

[届出年月日]

労災保険業務課に連絡した日を記入する。

[忘却者所属部署名]

パスワードを忘れた者が所属する部署名を記入する。

[忘却者氏名]

パスワードを忘れた者の氏名を記入する。

[忘却者ユーザ 1DJ 

ユーザ 1D通知書又は電子アドレスにある宛先のローマ字部分を記入する。

〔連絡先]

連絡先の電話番号を記入する。
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[記入例]

労働基準行政システムパスワード忘却届(一般用)

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

00部(課)木省管理担当者

00労働局課室管理担当者

00労働基準監督署管理担当者

次のとおり届出します。

届出年月日 平成00年00月00日

忘却者所属部署名 00労働基準監督署

忘却者氏名 基準一郎

忘却者ユーザ ID Kijuni 

連絡先 xxxー xxx-xxxx
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[様式]

労働基準行政システムパスワード忘却届(一般用)

運用管理担当者

労災保険業務課長補佐(運用担当) 殿

部(課)本省管理管理担当者

労働局課室管理担当者

労働基準監督署管理担当者

次のとおり届出します。

届出年月日 平成 年 月 日

忘却者所属部署名

忘却者氏名

忘却者ユーザ 1D 

連絡先
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第 5 本省からの通知

l 労働基準行政システム関係様式の概要

労働基準行政システム関係様式の概要については、次のとおりである。

様式名称

市区町村合併等の処理通知書

利用者の皆様へ

(1) 運用関係様式

ア 市区町村合併等の処理通知喜

様式の詳細

2(1) 

3(1) 

運用管理担当者より報告を行った局副管理者に「市区町村合併等の処理通知書」を通

知する様式

(2) 故障連絡関係様式

ア利用者の皆様へ

労災保険業務課より、故障が発生した局署に故障内容及び故障の回復について通知す

る様式
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2 運用関係様式

(1) 市区町村合併等の処理通知書

00労働局労働基準部監督課長殿

事務連絡

平成年月日

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災保険業務課長補佐(運用担当)

市区町村合併等の処理通知書

合併等の内容

システム反映日 平成 年 月 日 (

管轄署における作業の
有 . 生E

有無(※)

※ 「有」の場合は、作業内容を別途所轄労働局へ通知する。
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3 故障連絡関係様式

(1) 利用者の皆様へ

利用者の皆様へ
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第 6 連絡先一覧

1 連絡先一覧

労働基準行政システムに関する連絡先は、下表のとおりである。

ヘルプデ、スク (8:00~20: 00) 

TEL 03-5903-3361 FAX 03-5903-5160 

E-mail helpdesk@ml-kijun.mhlw.go.jp 

労災保険業務課運用班

TEL 代表 :03-3920-3311 FAX 03-3920-3372 

担当係 内線

シスァム管理係 377・378

伝送係 3 1 6・317

情報システム運用係 3 1 2・31 3 

システム運用係 314・315
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別紙端末装置等の設置環境

端末装置等の設置環境を選定するに当たっては、事故や機能低下を防止するため、下記の環境

条件及び整備要件を満たすこと。また、各端末装置の用途、使用の便を十分に考慮して決定する

こと。

1 設置場所の環境条件

設置場所の環境条件を表 1に示す。

表 1 端末装置等の設置環境条件

項 目 条件 備考

設置場所 一般事務室及び機械室

動作時
温度 lO~300C -使用する記憶媒体の温湿度条件

湿度 20~80% は、装置動作時の温湿度条件と

温湿度条件
同等である。

非動作時
温度 lO~300C -結露を防ぐため、装置設置場所

湿度 20~80% の温度勾配は lOOC/時以下と

する。

電 圧.商用AC 100V:!:lOV 

電源条件 周波数・ 50/60Hz士1%(単相)
可 地絡電流 lmA/電源以下

また、以下のことについても考慮すること。

(1) 直射日光の当たる場所、放熱物の付近及びほこりの多い場所は避けるか、適当な防護を設

けること。

(2) 床の振動により端末装置等の移動又は誤動作を引き起こす恐れのある場所は避けるか、補

強を施すこと。

(3) 水害等を受ける恐れがある場合l士、端末装置等に被害が及ばないように設置場所を選定す

ること。

2 設置場所の整備要件

(l) 所要床面積

所要床面積は端末装置等の設置台数、端末装置等の種類別寸法(表2参照)及び端末装置

設置スペース(図 1参照)を勘案して算定すること。

また、操作スペース、 トナーや用紙交換を行うための運用スペースも考慮すること。

(2) 床の強度

床は端末装置等の重量に十分耐え得るよう床荷重900N/rri以上とすること(建築基準法

で事務室の床荷重は 900 N/rrr以上と定められている。)。
(3) その他

電源設備、接地線等については、移設のための実地調査を行う指定業者の指示に従うこと。
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表 2 端末装置等及び箸LAN設備の種類別寸法等

寸法
最大消費電力

コンセント数

幅 奥行 I同さ
重量 騒音

(口数)
備考

端末装置名

(mm) (mm) (m叫 (kg) (dB) (W) (A) 

制御部 178 452. 448 12. 1000 1個 (3口)
タコ足でなければ、 OAタッ

プによる分岐可(設置コンセ

モニタ部 505 2.19 42.2. 6.2. 
ントより 1段)

Fat Client 
読取部 450 575 440 60 

UPS部 440 440 86 20 1個 (3口)

OCR専用プリンタ 514 593 341 35 
待機時・ 37dB(A)以下

1500 1個 (3口)
稼働時・ 54dB(A)以下

Thin Client 375 203 395 6 90 1個 (3口) 設置コンセントに直結推奨

待機時:27dB仏J以下
汎用プリング 1017 670 845 95 

稼働時:53dB仏)以下
1500 i個 (3口) 設置コンセントに直結推奨

モバイノレ端末本体 282 232 234 1.59 65 1個 (2口)

モバイノレプリンタ 310 174 52 1.8 40 10 1個 (2口)

署 LANラック 200 650 600 20.4 

L3スイッチ 445 301 44 3.9 42 45 

署 LAN L2スイッチ (24ポート) 445 236 44 3.6 40 30 

設備 L2スイッチ (8ポート) 270 163 44 1.4 20 

HUB 159 85 30 0.32 4.2 

メディアコンパータ 52 74 20 0.09 3.5 

一一
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図 1 端末装置設置時の所要スペース

下図は標準的な設置スペースを示したものである。
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3 汎用プリンタ
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4 モバイル端末
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